
平 成 １ ３ 年 ８ 月 ２ ０ 日

農林水産省農村振興局整備部農村整備課

国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課

環境省大臣官房廃棄物 対策部廃棄物対策課・リサイクル

汚水処理施設連携整備事業の実施状況等について

汚水処理施設連携整備事業（以下「事業」という。）は、公共用水域における水質保全

効果がより一層促進されると見込まれる市町村を認定し、市町村が作成する連携整備事業

計画に基づき、下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等各種汚水処理施設整備を５

カ年間にわたり重点的に実施する事業制度である。

農林水産省、国土交通省、環境省（以下「三省」という。）では、平成９年度より事業

を実施し、平成１３年度までに２８市町村を認定しており、事業実施市町村でそれぞれの

汚水処理施設の特色を生かして連携することにより、効果的かつ効率的な汚水処理施設の

整備を図っているところである。

年 度 認 定 市 町 村 名

平成９年度認定 静岡県 袋井市 岐阜県 美濃市 愛知県 常滑市

三重県 菰野町 三重県 阿児町 兵庫県 西脇市

兵庫県 加西市 兵庫県 吉川町 兵庫県 稲美町

島根県 安来市 岡山県 中和村 広島県 黒瀬町

平成10年度認定 神奈川県 藤野町 和歌山県 橋本市 岡山県 新見市

長崎県 諫早市 長崎県 琴海町

平成11年度認定 富山県 婦中町 三重県 美里村

平成12年度認定 千葉県 小見川町 三重県 玉城町 京都府 舞鶴市

山口県 橘町

平成13年度認定 茨城県 小川町 静岡県 御殿場市 愛知県 渥美町

愛知県 一宮町 沖縄県 南風原町



この度、三省では、これらの市町村における汚水処理施設の整備状況、放流水質の状況

等を公表することにより、事業の情報公開を一層進めることとした。

なお、本年度は、平成１０年度に事業認定した５市町のデータをとりまとめ公表するこ

ととした。

１．汚水処理施設の整備状況について

平成１０年度事業認定市町は、平成１４年度末で事業完了を迎えるが、これら市町にお

ける、事業認定時点の汚水処理施設整備率、平成１２年度末の汚水処理施設整備率、汚水

処理施設整備率の目標値を取りまとめた（別紙１）。

平成１２年度末で、下水道は４市町で供用されているが、うち３市町で事業実施期間中

に新規供用された。農業集落排水施設は５市町で供用されており、うち２市で事業実施期

間中に新規供用された。合併処理浄化槽は５市町で供用されている。

また、神奈川県藤野町、岡山県新見市の２市町で、事業実施期間中の平成１０年度から

平成１２年度の間に、汚水処理施設の整備率が２倍以上になった。

汚水処理施設の整備率は、全国値で平成９年度末６４％が平成１２年度末７１％になり、

３カ年間に７％上昇したが、平成１０年度事業認定市町では、３カ年の間に全市町平均で

１３％上昇した。

事業の実施により、汚水処理施設の早期整備が図られた。

２．汚水処理施設からの放流水質の状況について

平成１０年度事業認定市町の各汚水処理施設で、水素イオン濃度（ｐＨ）、生物化学的

酸素要求量（ＢＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）等を調査し、放流水質を取りまとめた(別紙

２)。

下水道の年平均の放流水質は市町単独の処理場２箇所、農業集落排水施設の年平均の放

流水質は６箇所の汚水処理施設で調査した結果である。

合併処理浄化槽の放流水質は、総設置基数5,616基中261基の調査結果である。

ｐ Ｈ Ｂ Ｏ Ｄ Ｓ Ｓ

(ｍｇ/ｌ) (ｍｇ/ｌ)

下 水 道 ７．０ ６．２ ２．０

～７．３ ～８．５ ～３．８

農業集落排水施設 ６．３ １．８ １．５

～７．３ ～１１．４ ～６．２

合併処理浄化槽 ６．０ ０．５

～７．９ ～３５．０



３．公共用水域の水質保全に向けた地域の取り組み

平成１０年度事業認定市町では、施設整備の他に、以下のような公共用水域の水質保全

に向けた取り組みがなされている。

都道府県名 市町名 公共用水域の水質保全に向けた地域の主要な取り組み

神奈川県 藤野町 町広報誌によりＰＲ

和歌山県 橋本市 青少年団体連絡協議会加盟団体による紀の川及びその周

辺の清掃、意見交換会等を実施

岡山県 新見市 高梁川に住む魚の展示や市広報誌により水質保全につい

てＰＲ

長崎県 諫早市 専属の職員を配置し、住民に水洗化を周知徹底

長崎県 琴海町 パンフレットによりＰＲ



別紙１

　　汚水処理施設連携整備事業の実施状況調査の結果

１．汚水処理施設の整備状況（普及率、単位：％）

＜平成１０年度事業認定市町村＞

神奈川県藤野町 和歌山県橋本市

当初値 現在値 目標値 当初値 現在値 目標値

① ② ③ ① ② ③

下　　水　　道 0.0 10.4 10.6 0.0 7.0 20.0

農業集落排水施設 2.7 4.0 5.1 0.0 1.0 2.0

合併処理浄化槽(補助事業) 7.5 9.6 11.0 3.1 5.7 6.0

その他 2.9 4.0 0.0 35.0 35.3 －

合　　　計 13.1 28.0 26.7 38.1 49.0 －

岡山県新見市 長崎県諫早市

当初値 現在値 目標値 当初値 現在値 目標値

① ② ③ ① ② ③

下　　水　　道 0.0 23.6 33.9 24.0 32.8 36.7

農業集落排水施設 0.0 1.4 1.4 2.0 3.0 5.1

合併処理浄化槽(補助事業) 1.9 4.6 5.8 4.8 6.8 11.9

その他 7.0 6.6 6.9 6.3 5.0 3.5

合　　　計 8.9 36.2 48.0 37.1 47.6 57.2

長崎県琴海町

当初値 現在値 目標値

① ② ③

下　　水　　道 0.0 0.0 0.0

農業集落排水施設 5.0 11.1 25.8

合併処理浄化槽(補助事業) 11.7 15.0 46.2

その他 29.3 27.6 0.0

合　　　計 46.0 53.7 72.0

　※　当初値、現在値、目標値は、それぞれ平成９年度末、平成12年度末、平成14年度末。



別紙２

２．各汚水処理施設の放流水質の状況

＜平成１０年度事業認定＞

①神奈川県藤野町

項目名
下　水　道 農業集落排

水施設
合併処理浄化槽(26基)

相模川流域左

岸終末処理場

大久和地区汚

水処理施設
平均 分布

処理水量(m3/年) 135,853,790 19,800
Ｐ　Ｈ 6.7 6.6 7.2 6.6～7.5

放 BOD(mg/l) 7.0 1.8 15.7 10.0～35.0
流 COD(mg/l) 12.0 5.3
水 S S(mg/l) 7.9 6.2
質 全窒素(mg/l) 11.7

全リン(mg/l) 1.7
その他

※下水道の値は流域下水道の終末処理場の値であり参考値

※農業集落排水施設の処理水量は年間処理水量、放流水質は年平均値

※合併処理浄化槽は市内の総設置数280基のうち、水質データのある26基で調査

②和歌山県橋本市

項目名
下　水　道 農業集落排

水施設
合併処理浄化槽(69基)

伊都浄化ｾﾝﾀｰ 吉原処理場 平均 分布
処理水量(m3/年) 4,745,000 90,338 561 365～730

Ｐ　Ｈ 7.4 6.4 7.2 6.0～7.9
放 BOD(mg/l) 5.3 2.7 7.7 0.5～20.0
流 COD(mg/l) 7.7 8.2
水 S S(mg/l) 2.0 4.0
質 全窒素(mg/l) 9.0 1.5

全リン(mg/l) 0.8 2.6
その他(DO)
※下水道の値は流域下水道の終末処理場の値であり参考値

※農業集落排水施設は供用直後のため処理水量は計画処理水量であり、水質データは参考値

※合併処理浄化槽は市内の総設置数1,847基のうち、水質データのある69基で調査

※合併処理浄化槽の処理水量は年間処理水量

③岡山県新見市

項目名
下　水　道 農業集落排

水施設
合併処理浄化槽(154基)

新見浄化センター 足見地区農業集

落排水処理施設
平均 分布

処理水量(m3/年) 119,000 14,039 642 365～730
Ｐ　Ｈ 7.2 6.8 7.0 6.0～7.7

放 BOD(mg/l) 11.3 7.4 5.7 1.0～20.0
流 COD(mg/l) 10.4 14.2
水 S S(mg/l) 3.3 2.9
質 全窒素(mg/l) 12.2 22.2

全リン(mg/l) 1.1 3.1
その他(DO)

※農業集落排水施設の処理水量は年間処理水量、放流水質は年平均値

※下水道は供用直後のため処理水量は計画処理水量であり、水質データは参考値

※合併処理浄化槽は市内の総設置数318基のうち、水質データのある154基で調査



別紙２

④長崎県諫早市
項目名 下　水　道 農業集落排水施設 合併処理浄化槽(10基)

中央浄化ｾﾝﾀｰ 西諌早処理場 小ヶ倉地区汚水

処理施設

長田地区汚水処

理施設

赤崎・黒崎地区

汚水処理施設
平均 分布

処理水量(m3/年) 1,409,013 1,459,789 13,593 114,526 24,375 333 180～450
Ｐ　Ｈ 7.0 7.3 6.3 6.8 6.3 7.1 6.8～7.4

放 BOD(mg/l) 6.2 8.5 2.5 3.1 3.1 7.9 3.0～17.0
流 COD(mg/l) 9.9 12.9 7.7 7.4 6.2
水 S S(mg/l) 2.0 3.8 5.1 3.9 1.5
質 全窒素(mg/l) 11.2 17.4 25.1 19.1 10.8

全リン(mg/l) 0.8 0.8 3.0 4.5 1.6
その他(DO) 4.8 1.0～7.0

※下水道・農業集落排水施設の処理水量は年間処理水量、放流水質は年平均値

※合併処理浄化槽は町内の総設置数2,601基のうち、水質データのある10基で調査

⑤長崎県琴海町

項目名
下　水　道 農業集落排

水施設
合併処理浄化槽（2基）

南部終末処理

場

大江・形上地区

汚水処理施設
平均 分布

処理水量(m3/年) 1,356 131,583 116,963～
146,203

Ｐ　Ｈ 7.3 7.0 7.0～7.1
放 BOD(mg/l) 11.4 2.2 1.6～2.8
流 COD(mg/l) 20.6 8.8 6.1～11.4
水 S S(mg/l) 4.4 5.1 4.7～5.5
質 全窒素(mg/l) 35.4 10.0 6.3～13.6

全リン(mg/l) 2.7 2.2 1.4～3.0
その他(DO)

※農業集落排水施設の処理水量は年間処理水量、放流水質は年平均値

※下水道は未供用

※合併処理浄化槽は町内の総設置数570基のうち、水質データのある２基で調査



参 考
汚水処理施設連携整備事業実施市町村の概要

神 奈 川 県 藤 野 町都道府県名 市町村名

１ 市町村の概要
平成１３年４月１日現在の人口 １０，９５８人

ha行政面積 ６，４９１
ha都市計画区域面積 ２，４２８
ha用途地域面積 ２１５

藤野町の現状
本町は、相模川の最上流部に位置し、県民の水源である相模湖と多くの河川を有

しております。また、町の約８割が山林を占めておりますが、町の中央部は、住居
が集中し、国道２０号、ＪＲ、中央自動車道が東西に走り、中央部以外の地域は、
わずかな段丘や裾に集落が散在しております。
本町は、緑豊かな山々と湖を調和し 「森と湖」を象徴していることから、この、

自然環境を保全していくとともに魅力あるまちづくりを推進していくことが望まれ
ています。
汚水処理の状況
合併処理浄化槽・・下水道許可区域及び農業集落排水地域以外において、昭和６

３年度から設置補助事業を実施しております。
下水道事業・・・・全体計画３８１ （吉野・小渕・日連［青田を除く ・名倉ha ］

［日向を除く ・沢井・佐野川［上河原のみ ）のうち、平成］ ］
２年に都市計画法及び下水道法の認可（用途地域用 ）216ha
を受け、平成７年、平成１２年に事業認可変更を行い、平成
１２年度供用開始し、なお一層整備を進めていきます。

農業集落排水事業・県のモデル事業として牧野地区（大久和・中尾［一部 ・川］
上）

で実施し、平成８年度に一部供用開始しております。

２ 公共用水域の保全に向けた地域の取り組み
汚水処理整備と目標
県民の水源である相模湖と多くの河川を有していることから、水質環境について

は細心の注意が必要とされているため、水質保全を図るとともに町民の生活環境の
向上を図る必要があります。
本町のような町全体で山林を多く占めている町は、住宅が密集している地域があ

る反面、散在している地域も多く、また、農振農用地も多いことから、集合処理だ
けでは、汚水を処理することが難しいといえます。
このため、その地域の立地条件や地形的条件にあった処理方法を検討し、同時に

町負担なども考慮しつつ、水質保全に努めなければなりません。
こうしたことから、町の中央部について、住居が密集していることから水質汚濁

に大きく影響を与える可能性があるため、下水道により汚水を処理することが望ま
しく、他では、農業集落排水事業を農業用水域の水質保全と活力ある農村社会の形
成に資することを目的に牧野地区［大久和・中尾（一部 ・川上］で実施していま）
す。
また、集合処理を実施することが難しい地域については、個別の合併処理浄化槽

により水洗化を図る必要があります
これらの汚水処理事業を進めるにあたりましては、藤野町総合計画と整合しなが

ら、１００％の水洗化をめざし、町民の生活環境の向上を図っていきます。



汚水処理施設連携整備事業実施市町村の概要

都道府県名 岡山県 市 町 村 名 新見市

１．市町村の概要

本市は、岡山県の北西部に位置し瀬戸内海に流下する一級河川高梁川の上流にあ

たり、総面積 ３５１．９９K㎡、総人口 ２４，３２９人（平成１２年３月末日現

在）を有している。

本市は、高梁川及びその支流に沿って帯状の曲折したわずかな低地部と山間部か

らなっている。

気象条件は、瀬戸内海沿岸に比べて寒冷で、降雨量はやや多くなっている。特に

山間部では冬期の積雪が多く、条件的にはやや厳しいものがある。

一方、平坦地南部は比較的温暖である。年間平均気温は、１０～１２℃前後で、

雨量は１，５００㎜程度である。

１．公共用水域の保全に向けた地域の取り組み

・年に数回、高梁川に住む魚を展示したり、排水設備を設置するなどして、水質保

全のＰＲを行っている。

・市報に水質保全等について掲載している。

・積極的に浄化センターの施設見学を受け入れ、見学に来られた方へ、水質保全を

ＰＲしている。



汚水処理施設連携整備事業実施市町村の概要

都道府県名 長 崎 県 市町村名 諌 早 市

１．市町村の概要

諌早市は長崎県の中央に位置し、東は有明海（諫早湾 、西は大村湾、南は橘湾）

と三方を海に面し、九州横断自動車道の諫早インターをはじめ、国道４路線が通過

、 、しているほか ＪＲ長崎本線・大村線・私鉄島原鉄道が本市より縦横に伸びており

交通の要衝として重要な役割を担っている。また北部の多良山麓より諫早湾へ流れ

る県下唯一の一級河川本明川が本市を横断し、下流域の諫早湾は古くから干拓が行

われており、今では県最大の穀倉地帯になっています。

このような水と緑に囲まれた自然環境と高速交通ネットワークを生かし、諫早イ

ンターに隣接する中核工業団地には、ハイテク企業の立地集積が進み雇用の場が確

保されつつあり、また大村市と隣接する西部地区に計画戸数２，０００戸の諫早西

部団地が造成中であり、豊かな自然と文化を大切にしながら、人と共生できる県央

中核都市の実現に向けて諸施策をすすめています。

２．公共用水域の保全に向けた地域の取り組み

本市の下水処理計画については、都市部を公共下水道で、その周辺の農村地帯を

農業集落排水事業で、それ以外の散在地域を小型合併浄化槽により整備を行うよう

計画を策定し、それぞれ整備促進中である。

諫早湾流域においては、平成９年４月に締切りとなった諫早湾干拓調整地の水質

「 」保全を図るため平成９年１１月に水質汚濁防止法に基づく 生活排水対策重点地域

に指定を受け、平成１０年３月に「諫早湾干拓調整地流域生活排水対策推進計画」

を策定し、小型合併浄化槽の設置費補助の改正を行い、設置促進を図り、また公共

下水道の終末処理場の処理方式を平成１３年４月から高度処理方式に変更し、調整

地をはじめとする河川、海域の水質保全に努めている。

また住民の水洗化促進及び水洗化に対する意識の向上を図るため、専属の職員を

配置している。



汚水処理施設連携整備事業実施市町村の概要

都道府県名 長 崎 県 市町村名 琴 海 町

１．市町村の概要

本町は、長崎県の中部の内海、大村湾の西岸を形成する西彼杵半島の基部に位置

し、国道２０６号線が南北に縦断し長崎市から２５㎞、佐世保市より５３㎞のとこ

。 ． 、 ． ． 。ろにある 東西７ ６㎞ 南北１４ ７㎞と細長く面積は６７ ６２ であるkm2

、 、 。地形は複雑で変化に富み 全域にわたり急傾斜のため 圃場は狭小で段々畑が多い

平野らしきものは国道２０６号線沿いに水田や住宅地が展開するのみである。延長

５６㎞に及ぶ海岸はリアス式海岸で美しい。また、奇行は大村湾に面しているため

海洋の影響が強く、寒暖の差は比較的少ない。

町の将来像としてイメージコピーを「琴と海のハーモニー」としている。楽器の

琴のイメージを膨らませて「琴」に音楽、芸術、文化、教育などの意味をもたせ、

「海」には海や山、川などの自然だけでなく、人の手で整えてゆく生活環境、さら

には、そうした環境の中で健康、福祉の意味をも含める。

琴と海とがみごとにハーモニーする町。豊かな自然と快適な生活環境の中で、ぬ

くもりのある、文化の香り高い生活がおくれる町 そんな町づくりをめざして

いる。

２．公共用水域の保全に向けた地域の取り組み

住民の文化的、衛生的生活の実現と大村湾の水質改善のために、町全体について

「 」 、 、効率的に整備していくために 琴海町下水道整備構想 を策定し 長崎市に隣接し

都市化する南部地域を公共下水道事業、農村地域である中部及び北部地域は農業集

落排水事業、それ以外の中山間部の散在地域を合併浄化槽設置整備事業でそれぞれ

整備を進めることとした。

現在、南部地域を対象とした公共下水道事業にあっては、平成１０年度より着手

し、平成１６年度供用開始に向け整備促進に全力で取り組んでいる。また、農業集

落排水事業は、平成９年度に大江・形上地区が供用開始、平成１２年度に琴海中部

、 、 。 、地区が供用開始しており 現在 小口地区が実施中である 合併浄化槽にあっては

平成１２年度現在、５７０基が整備済で、今後も各事業において整備を進め大村湾

をはじめとした公共用水域の水質保全に努める。


